
　
円
張
だ
ん
じ
り

　

屋
根
部
が
檜ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
で
重
厚
感
の

あ
る
造
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
細

部
の
飾
彫
り
が
盛
ん
で
、
前
後
に

は
「
竜
」
や
「
獅
子
頭
」、
側
部

に
は
「
親
子
獅
子
」
や
魚
身
で
人

頭
の
「
怪
魚
」
な
ど
が
表
さ
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
作
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
智
明
権
現
神
輿

　
こ
の
神
輿
は
、
後
世
に
補
修
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
主
要
部
分
が

よ
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
市
の
有

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
木
造
で
黒
漆
を
基
調
と
し
、
随

所
に
彩
色
や
金
銅
装
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
最
頂
部
に
銅
製
の
鳳ほ
う
お
う凰

を
立
て
、
神
輿
と
し
て
の
最
高
の

格
式
を
示
す
六
角
形
鳳ほ
う
れ
ん
輦
で
あ
る

点
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
墨
書
か
ら
明
治
35（
１
９
０
２
）

年
以
前
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
中
世
以
来
の
正
統
な
形
式
を

伝
え
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。

円張だんじり円張だんじり

大智明権現神輿大智明権現神輿

瀬
戸
内
発
見
伝

巻
之
百
五
十
二

大
賀
島
寺
の

大
賀
島
寺
の

　
仁に

ぶ

た
生
田
だ
ん
じ
り

　

幕
で
雨
露
を
防
ぐ
幕
屋
根
で
、

竜
と
松
、
波
形
の
簡
素
な
飾
彫
り

が
み
ら
れ
、
背
面
に
は
鬼
面
が
取

り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
制
作
時

期
は
明
治
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
円
張
だ
ん
じ
り
と
仁
生

田
だ
ん
じ
り
に
は
、井
上
青
竜（
錦

海
）（
１
８
１
５
〜
１
８
９
２
）

が
手
が
け
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り

ま
す
。

　
井
上
青
竜
（
錦
海
）
は
、
名
を

直
吾
と
い
い
、
現
在
の
玉
野
市
胸

上
に
生
ま
れ
、
叔
父
で
あ
る
井
上

佐
五
郎
の
養
子
と
な
っ
て
、
尻
海

の
井
上
家
を
継
ぎ
ま
し
た
。
井
上

家
は
廻
船
業
の
家
で
し
た
が
、
青

竜
は
若
く
し
て
建
築
法
や
彫
刻
を

学
び
、
錦
海
と
号
し
、
青
竜
亭
・

幽
雪
齊
の
別
号
を
用
い
て
、
岡
山

で
宮
大
工
の
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
邑
久
町
の
だ
ん
じ
り
の
彫
刻
に

つ
い
て
は
、天
保
10
（
１
８
３
９
）

年
か
ら
弘
化
元
（
１
８
４
４
）
年

の
間
に
尻
海
の「
西
町
だ
ん
じ
り
」

を
、
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
に

は
、
長
男
の
鶴
峯
（
１
８
５
０
〜

１
９
１
９
）
と
と
も
に
、
尻
海
の

　
例
年
4
月
29
日
に
、
邑
久
町
の

大
賀
島
寺
で
大だ
い
ち
み
ょ
う
ご
ん
げ
ん

智
明
権
現
の
例
祭

が
行
わ
れ
ま
す
。
境
内
や
客
殿
で

は
、
鉦
や
太
鼓
、
笛
な
ど
で
構
成

さ
れ
る
「
し
ゃ
ぎ
り
」
と
呼
ば
れ

る
囃は
や
し子

が
奉
納
さ
れ
、
市
指
定
有

形
民
俗
文
化
財
の
大
智
明
権
現
神

輿
が
巡
行
し
ま
す
。
神
輿
の
神
幸

行
列
に
は
、
同
じ
く
市
指
定
有
形

民
俗
文
化
財
の
円
張
だ
ん
じ
り
、

仁に

ぶ

た
生
田
だ
ん
じ
り
、
豊
安
だ
ん
じ

り
の
3
基
と
岡
山
市
の
邑
久
郷
だ

ん
じ
り
の
併
せ
て
4
基
が
巡
行
し

て
い
ま
し
た
。
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「
市い
ち
ば
ち
ょ
う

場
町
だ
ん
じ
り
」
を
手
が
け

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
豊
安
だ
ん
じ
り

　
船
形
で
舳
先
に
大
き
な
竜
が
表

さ
れ
て
い
ま
す
。
後
ろ
側
の
両
面

に
は
、「
竹
虎
」
の
薄
肉
彫
り
が

み
ら
れ
ま
す
。
制
作
時
期
は
明
治

時
代
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
宮
大

工
中
村
嘉
太
郎
の
作
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

神
輿
神
輿
と
だ
ん
じ
り

と
だ
ん
じ
り

仁生田だんじり仁生田だんじり豊安だんじり豊安だんじり

〔
参
考
文
献
〕

・
邑
久
町
史
編
纂
委
員
会
編
（
２
０
０
２
）『
邑
久

・
邑
久
町
史
編
纂
委
員
会
編
（
２
０
０
２
）『
邑
久

　

町
史
文
化
財
編
』

　

町
史
文
化
財
編
』

・
邑
久
町
教
育
委
員
会
（
１
９
７
９
）『
邑
久
町
の

・
邑
久
町
教
育
委
員
会
（
１
９
７
９
）『
邑
久
町
の

　

だ
ん
じ
り
と
し
ゃ
ぎ
り
』

　

だ
ん
じ
り
と
し
ゃ
ぎ
り
』

・
邑
久
町
立
中
央
公
民
館
／
邑
久
町
郷
土
史
ク
ラ

・
邑
久
町
立
中
央
公
民
館
／
邑
久
町
郷
土
史
ク
ラ

　

ブ
編
（
１
９
９
５
）『
邑
久
町
人
物
誌
』

　

ブ
編
（
１
９
９
５
）『
邑
久
町
人
物
誌
』

募  

集

お
知
ら
せ

催
し
物

相  

談

お
知
ら
せ

  

水
質
事
故
防
止
に

  

努
め
ま
し
ょ
う

　

近
年
、
農
薬
類
や
燃
料
（
油

類
）
を
誤
っ
て
水
路
や
溝
に
流
し

て
し
ま
う
人
為
的
ミ
ス
が
起
因
と

な
っ
た
水
質
事
故
が
多
発
し
て
い

ま
す
。

　
農
薬
類
な
ど
が
河
川
や
海
域
に

流
れ
出
る
と
、環
境
を
汚
染
し
て
、

魚
な
ど
の
生
態
系
に
も
重
大
な
被

害
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ひ
と
た
び
水
質
事
故
が
発
生
す

る
と
、
水
環
境
の
回
復
に
は
膨
大

な
労
力
と
時
間
を
要
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
事
故
対
応

に
か
か
っ
た
費
用
は
原
因
者
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
り
、
農
業
お
よ

び
工
業
に
お
け
る
取
水
、
漁
業
な

ど
へ
被
害
が
及
ん
だ
場
合
、
多
大

な
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
農
薬
類
や
燃
料
（
油
類
）
を
取

り
扱
う
際
に
は
十
分
な
注
意
を
払

い
、
作
業
ミ
ス
の
防
止
に
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。
燃
料
タ
ン
ク
や
配

管
は
定
期
的
に
点
検
を
行
っ
て
、

事
故
の
未
然
防
止
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
余
っ
た
農
薬
類
な
ど
は

絶
対
に
水
路
な
ど
に
流
さ
ず
、
適

正
な
処
分
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
瀬
戸
内
市
の
美
し
い
水
環
境
を

守
る
た
め
、
水
質
事
故
の
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

生
活
環
境
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
９
９

　

市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
フ

ル
タ
イ
ム
就
労
や
キ
ャ
リ
ア
形
成

を
応
援
す
る
た
め
、
ひ
と
り
親
家

庭
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
料

問 の
減
免
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
市
が
発
行
す
る
「
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
利
用
料
減
免
支
援
補
助
金

対
象
資
格
認
定
証
」
を
子
ど
も

が
所
属
す
る
ク
ラ
ブ
に
提
示
す
れ

ば
、
利
用
料
の
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
認
定
証
対
象
者

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、

申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
費
用
や
申
請
方
法
な
ど
、

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者　
市
内
に
在
住
す
る
ひ

　
と
り
親
な
ど
の
人
で
、
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

・
瀬
戸
内
市
で
児
童
扶
養
手
当
を

　
受
給
し
て
い
る
人

　

・
瀬
戸
内
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

　
療
費
受
給
資
格
証
を
持
っ
て
い

　
る
人

　

・
瀬
戸
内
市
で
就
学
援
助
を
受
け

　
て
い
る
人
（
事
実
婚
の
人
は
対

　
象
と
な
り
ま
せ
ん
。）

　
　
こ
ど
も
家
庭
課

☎
０
８
６
９-

２
４-

８
０
０
６

問
申

マイナンバーカードのマイナンバーカードの
申請・交付休日窓口を開設します！申請・交付休日窓口を開設します！

▷取扱内容　申請・交付（カードの受け取り）
▷日時
　　４月 14 日 ( 日 )　午前９時～午後４時 40 分
▷場所　瀬戸内市役所市民課
▷持参するもの
【カードの申請（予約制）】
　運転免許証などの本人確認書類、交付申請書
または個人番号通知カード（持っている人のみ）
※瀬戸内市に住民登録がある人が対象です。
【カードの受け取り（予約制）】
　送付された交付通知書兼照会書（はがき）に記載している必要書類
※申請・交付ともに予約制です。平日の午前 8時 30 分から午後５時
までに、市民課へ電話で予約してください。
　
　市民課　☎０８６９-２２ - １１１５問

幼児教育・保育の無償化幼児教育・保育の無償化

請求手続きをお願いします請求手続きをお願いします

　「保育の必要性の認定」（施設等利用
給付認定）を受けている人で、令和６
年１月から３月までの間に施設などを
利用した人は、償還払い（キャッシュ
バック）の手続が必要です。
　該当する人は、請求書に「特定子ど
も・子育て支援提供証明書兼利用料領
収証明書」などの必要書類を添えて、
市へ請求手続きをしてください。スケ
ジュールなどの詳細は
市ホームページをご確
認ください。　
　こども家庭課
☎０８６９-２４ - ８００４
問

市ホームページ

市ホームページ
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知っ得！知っ得！
せとうち便
せとうち便

　　　　知っ得！せとうち便知っ得！せとうち便

  

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の

  

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

  

利
用
料
減
免
制
度

問
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市
で
は
、
経
済
的
な
事
情
に
よ

り
、
義
務
教
育
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
経
費
（
学
用
品
費
・
給
食

費
・
修
学
旅
行
費
な
ど
）
を
負
担

す
る
こ
と
が
困
難
な
保
護
者
に
、

必
要
な
援
助
を
し
て
い
ま
す
。

　
前
年
度
に
引
き
続
き
援
助
を
希

望
す
る
場
合
も
申
請
が
必
要
で
す
。

▽
申
請
期
限

　
５
月
31
日(

金)

必
着

※
申
請
期
限
後
も
、
翌
年
の
１
月

　
31
日
ま
で
随
時
受
け
付
け
ま
す

　
が
、
受
付
翌
月
か
ら
の
援
助
に

　
な
り
ま
す
。

▽
提
出
書
類

①
就
学
援
助
申
請
書

②
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

　
（
該
当
者
の
み
）

③
所
得
・
課
税
証
明
書
（
令
和
６

　
年
１
月
１
日
現
在
、
住
民
票
が

　
瀬
戸
内
市
に
な
い
場
合
）

④
家
賃
が
分
か
る
も
の
の
写
し

　
（
借
家
・
借
間
の
場
合
）

※
②
が
あ
る
場
合
、
③
と
④
は
不

　
要
で
す
。

※
申
請
書
類
は
教
育
委
員
会
、
各

　
小・中
学
校
、中
央
公
民
館
（
邑

  
就
学
援
助
制
度

　
久
）、
長
船
町
公
民
館
（
改
修

　
引
っ
越
し
後
は
ゆ
め
ト
ピ
ア
長

　
船
内
）に
備
え
て
い
ま
す（
市
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）。

※
入
学
前
支
給
を
申
請
し
た
人
も

　
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

　
総
務
学
務
課

☎
０
８
６
９-

３
４-

５
６
４
０

 　　　
市
で
は
、
経
済
的
な
事
情
に
よ

り
、
修
学
が
困
難
な
学
生
の
学
資

と
し
て
、
無
利
子
で
資
金
を
貸
付

し
て
い
ま
す
。

（
世
帯
の
所
得
状
況
、
成
績
な
ど

に
よ
り
貸
付
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

▽
対
象
者　
学
校
教
育
法
に
基
づ 

　
く
高
等
学
校
お
よ
び
特
別
支
援

　
学
校
の
高
等
部
、
大
学
、
高
等

　
専
門
学
校
、
専
修
学
校
の
在
学
者

▽
申
請
期
限　
６
月
28
日
（
金
）

▽
提
出
書
類

①
奨
学
生
願
書

②
出
身
学
校
ま
た
は
在
学
校
長
の 

　
奨
学
生
推
薦
調
書

③
世
帯
全
員
の
住
民
票

④
在
学
証
明
書

問

⑤
親
権
者
を
含
む
世
帯
全
員
の
令

　
和
５
年
分
所
得
・
課
税
証
明
書

※
①
②
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

　
教
育
委
員
会
、中
央
公
民
館（
邑

　
久
）
に
備
え
付
け
の
様
式
で
提

　
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
③
④
は
４
月
１
日
以
降
に
発
行

　
さ
れ
た
も
の
。

※
⑤
は
６
月
１
日
以
降
に
発
行
さ

　
れ
ま
す
。

　　

総
務
学
務
課

☎
０
８
６
９-

３
４-

５
６
４
０

問

　令和 6年度の国民年金の月額保険料は、令和 5年度の保険料から 460 円増の 16,980 円となります。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
　また、保険料は前納（前払い）を行うと下表のとおり安くなります。

国民年金保険料額が改定されます国民年金保険料額が改定されます

納付方法 １ヶ月分 6ヶ月分 １年分 ２年分

割引がない場合 16,980 101,880 203,760 413,880

前
納

現金納付
（カッコ内は割引額）

前納制度
なし

101,050
(830)

200,140
(3,620)

398,590
(15,290)

口座振替
（カッコ内は割引額）

16,920
(60)

100,720
(1,160)

199,490
(4,270)

397,290
(16,590)

ねん きん のお はな し♪

（単位：円）

　※クレジットカードによる前納の保険料額は現金納付と同じです。
　　国保年金医療給付課☎０８６９-２２- １７９０
　　岡山東年金事務所☎０８６-２７０- ７９２５『自動音声案内　２→２』
問

  
奨
学
金
貸
付
制
度

◆
瀬
戸
内
市
在
住
の
人
へ

　
奨
学
金
半
額
免
除
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

市ホームページ

問
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　　　　知っ得！せとうち便知っ得！せとうち便　　　　

募  

集

お
知
ら
せ

催
し
物

相  

談

募  

集

　
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
未
加

入
の
人
や
生
活
保
護
制
度
の
被
保

護
者
で
な
い
人
は
、
国
民
健
康
保

険（
以
下
、「
国
保
」と
い
い
ま
す
。）

に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
届
出
が
必
要
な
と
き
】

　
国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
理
由

が
生
じ
て
か
ら
14
日
以
内
に
本
人

か
世
帯
主
、
ま
た
は
代
理
人
に
よ

る
届
出
が
必
要
で
す
。
自
動
的
に

切
り
替
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●
加
入
に
必
要
な
も
の

　
資
格
喪
失
日
が
確
認
で
き
る
書

類
（
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

な
ど
）

●
脱
退
に
必
要
な
も
の

　
加
入
先
の
健
康
保
険
の
保
険
証
、

国
保
の
保
険
証

●
共
通
で
必
要
な
も
の

　
本
人
確
認
書
類
、
委
任
状
（
代

理
人
に
よ
る
届
出
）

※
満
75
歳
に
な
る
人
は
、
自
動
的

　
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
入
す
る
た
め
、
国
保
脱
退
の
手

　
続
き
は
不
要
で
す
。

【
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
】

　
届
出
ま
で
は
国
保
の
保
険
証
が

な
い
た
め
、
そ
の
間
の
医
療
費
は

一
時
的
に
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。

【
脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と
】

　
国
民
健
康
保
険
税
が
他
の
健
康

保
険
料
と
重
複
し
て
請
求
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
の
に
国
保
の
保
険
証

を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た

際
は
、
そ
の
医
療
費
を
全
額
返
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
国
保
年
金
医
療
給
付
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

  

高
額
療
養
費
の
支
給
申
請

  

手
続
き
の
簡
素
化

　　
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る

に
は
、
該
当
月
ご
と
に
申
請
書
と

領
収
書
の
添
付
に
よ
る
申
請
が
必

要
で
し
た
が
、
手
続
き
を
行
う
と

次
回
以
降
の
申
請
が
不
要
と
な

り
、
高
額
療
養
費
を
指
定
口
座
に

自
動
で
支
給
し
ま
す
（
以
下
、「
簡

素
化
」
と
い
い
ま
す
）。

▽
対
象
世
帯

　
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な

い
世
帯

▽
申
請
方
法

  

4
月
2
日
〜
8
日
は

  

発
達
障
害
啓
発
週
間
で
す

  

国
保
加
入
・
脱
退
の
際
は

  

届
出
を
忘
れ
ず
に
！

問

　
対
象
世
帯
に
は
、
世
帯
主
宛
て

に
従
来
の
申
請
書
と
併
せ
て
、
簡

素
化
申
請
書
を
同
封
し
て
い
ま

す
。
従
来
の
申
請
と
併
せ
て
、
簡

素
化
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
次
の
場
合
は
簡
素
化
の
申
請
が

　
あ
っ
て
も
簡
素
化
は
停
止
と
な

　
り
、
従
来
の
手
続
き
で
申
請
が

　
必
要
で
す
。

①
世
帯
主
が
変
更
し
た
場
合

②
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
発

　
生
し
た
場
合

③
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
が
で
き

　
な
か
っ
た
場
合

※
簡
素
化
申
請
書
を
提
出
後
、
口

　
座
の
変
更
お
よ
び
簡
素
化
の
停

　
止
を
希
望
す
る
場
合
は
、
別
途

　
申
請
が
必
要
で
す
。

　
　

　
国
保
年
金
医
療
給
付
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

　
４
月
２
日
〜
８
日
は
発
達
障
害

啓
発
週
間
で
す
。

　
ま
た
４
月
２
日
は
、
国
連
の
定

め
た
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」

で
す
。
こ
の
日
が
２
０
０
７
年
に

制
定
さ
れ
て
以
降
、
自
閉
症
や
そ

の
他
の
発
達
障
害
に
対
す
る
理
解

を
進
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
が
世

界
的
な
規
模
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。  

　
市
で
は
、
瀬
戸
内
市
民
図
書
館

の
一
画
で
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
作
品
な
ど
の
展
示
や
発

達
障
害
関
連
の
書
籍
コ
ー
ナ
ー
の

設
置
を
行
い
ま
す
。

▽
期
間　
４
月
２
日
（
火
）
〜

　
７
日
（
日
）

▽
実
施
場
所　
瀬
戸
内
市
民
図
書
館

　
福
祉
課

☎
０
８
６
９-

２
４-

８
８
４
７

問

問

問
申

  

新
し
い
消
防
車
両
の

  

ご
紹
介

　
今
年
度
、
瀬
戸
内
市
消
防
本
部

で
は
ポ
ン
プ
車
、資
機
材
搬
送
車
、

指
揮
車
の
３
台
の
消
防
車
両
が
新

し
く
配
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
ポ
ン
プ
車
は
、
泡
で
消
火
す
る

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｓ
と
い
う
装
置
を
備
え
て

お
り
、
火
災
現
場
で
有
効
な
消
火

活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
資
機
材
搬
送
車
は
、
山
火
事
な

ど
大
型
車
両
が
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
細
い
道
の
資
機
材
搬
送
に
活

躍
し
ま
す
。

　
指
揮
車
に
は
災
害
現
場
で
必
要

な
さ
ま
ざ
ま
な
資
機
材
を
積
載
し

て
い
ま
す
。
中
で
も
、
最
新
の
ド

ロ
ー
ン
は
災
害
現
場
を
上
空
か
ら

確
認
す
る
こ
と
で
現
場
活
動
に
役

立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
消
防
本
部
で
は
、
こ
れ
ら
の
車

両
を
有
効
に
活
用
し
て
引
き
続
き

市
民
の
皆
さ
ん
の
安
心
安
全
を

守
っ
て
い
き
ま
す
。

　
　

　　　

消
防
本
部
警
防
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
４
９
２

資機材搬送車（本署配備）

泡を放水できる
ポンプ車
（牛窓配備）

熱感知機能を搭載したドローン

指揮車（本署配備）
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　身体に障がいのある人や重度の
精神障がいのある人、知的障がいの
ある人が所有している軽自動車は、
申請によって、１人１台に限り軽
自動車税種別割が減免されます。
　４月１日現在で、身体に障がい
がある18歳未満の人または精神に
障がいがある人、もしくは知的障

がいがある人と生計を同じくする人が所有する軽自
動車も対象となります。
　障がいの等級など条件によっては減免の対象にな
らない場合があります。また、自動車税種別割の減
免を受けている人は、軽自動車税種別割の減免を受
けることはできません。

▽申請方法
　申請書は税務課、各支所、出張所にあります。
　運転する人の運転免許証、自動車検査証（車検証）、
減免申請内容が確認できるもの（身体障害者手帳な
ど）、生計同一の証明書（運転者や所有者が別世帯
の同一生計者の場合）を持参し、手続きをしてくだ
さい。
※一度申請をし、以後減免申請内容（障がいの等級、
　車、運転者など）に変更がない場合は、申請書を
　提出する必要はありません。

▽申請期限　５月24日（金）

　　税務課
☎０８６９-２２-１１１４

障がいのある人の軽自動車税種別割を減免します障がいのある人の軽自動車税種別割を減免します

問申

　
固
定
資
産
税
と
は
、
毎
年
１
月

１
日
（
賦
課
期
日
）
に
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

人
に
賦
課
さ
れ
る
税
金
で
す
。

　
４
月
中
旬
に
送
付
予
定
の
固
定

資
産
税
の
納
税
通
知
書
に
、土
地・

家
屋
の
課
税
明
細
書
を
同
封
し
て

い
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
適

正
な
課
税
が
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

を
縦
覧
で
き
ま
す
】

　
市
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋

の
評
価
額
を
比
較
し
、
自
ら
の
土

地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど

う
か
確
認
す
る
た
め
に
、
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
縦
覧
帳
簿
に
は
、土
地
の
地
目
、

地
積
、
評
価
額
な
ど
や
家
屋
の
種

類
、
構
造
、
床
面
積
、
評
価
額
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
縦
覧
が
で
き
る
の
は
、
納
税
義

務
者
本
人
、
義
務
者
か
ら
委
任
を

受
け
た
代
理
人
、
ま
た
は
納
税
管

理
人
で
す
。

▽
日
時

　
４
月
１
日
（
月
）
〜
30
日
（
火
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▽
場
所

　
税
務
課
（
本
庁
）、
牛
窓
支
所
、

長
船
支
所
、
裳
掛
出
張
所

▽
持
参
す
る
も
の　

　
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）、
委
任
状
（
代
理

人
が
縦
覧
す
る
場
合
）

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
８
１

問

固定資産税Ｑ＆Ａ（質問と答え）固定資産税Ｑ＆Ａ（質問と答え）

Ｑ．令和２年５月に住宅を新築しました。本年度から固定資産税が急に　
　　高くなったのですが、なぜですか？
Ａ．新築住宅には、住宅建築促進を図るため、固定資産税を軽減する制度
　　があります。一定の要件を満たせば３年間（長期優良住宅ならば 5年
　　間）、120㎡までの床面積について税額が 1/2 に軽減されます。今回
　　の場合、軽減期間が終了したため、元の税額に戻ったということです。

Ｑ．自宅の屋根に乗せている太陽光発電設備には、固定資産税が課税され
　　ますか？
Ａ．太陽光発電設備の規模によっては課税される可能性があります。
　　10kW以上の発電量として電力会社と売電契約をしている場合は、
　　固定資産税の償却資産として所有者に申告義務があります。毎年１
　　月末までに税務課へ申告書を提出してください。

※屋根材と一体型（建材型）の太陽光発電設備は、償却資産の対象外とな
　るため、償却資産の申告の必要はありません。

  
固
定
資
産
税
の

  
納
税
通
知
書
を
発
送
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募  
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せ

催
し
物
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募  

集

瀬
戸
内
市
民
病
院
修
学

資
金
の
修
学
生
を
募
集

　
瀬
戸
内
市
民
病
院
で
は
、
人
材

の
育
成
お
よ
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
充
実
を
目
的
と
し
て
、

修
学
資
金
の
貸
与
を
行
い
ま
す
。

▽
応
募
資
格

　
看
護
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、

臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
若

し
く
は
臨
床
工
学
技
士
を
養
成
す

る
学
校
ま
た
は
養
成
所
に
在
籍
す

る
学
生
で
、
卒
業
後
に
市
民
病
院

に
勤
務
す
る
意
思
を
有
す
る
人

▽
募
集
人
数　
２
人

▽
貸
与
金
額　
月
額
５
万
円

▽
募
集
期
間　
４
月
１
日
（
月
）

　
〜
19
日
（
金
）（
必
着
）　 

▽
応
募
方
法　
募
集
要
領
を
確
認

　
の
上
、
必
要
書
類
を
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。
要
領
や
様
式
は
瀬

　
戸
内
市
民
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
選
考
方
法　

　
書
類
審
査
お
よ
び
個
別
面
接

※
面
接
の
日
時
な
ど
は
別
途
応
募

　
者
に
通
知
し
ま
す
。　

　
　
瀬
戸
内
市
民
病
院

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
２
３
４

　　　　知っ得！せとうち便知っ得！せとうち便　　　　

問

問

催
し
物

  

佐
竹
徳
展
―
名
画
の
生
ま
れ
た

  

オ
リ
ー
ブ
園
を
訪
ね
て
―  

　
　
瀬
戸
内
の
海
と
オ
リ
ー
ブ
園
を

こ
よ
な
く
愛
し
た
画
家
・
佐
竹
徳

は
牛
窓
オ
リ
ー
ブ
園
に
て
40
年
近

く
も
の
間
制
作
を
続
け
、
温
暖
で

風
光
明
媚
な
瀬
戸
内
の
風
景
を
数

多
く
描
き
ま
し
た
。

　
本
展
で
は
、
オ
リ
ー
ブ
園
に
て

描
か
れ
た
風
景
画
の
制
作
ス
ポ
ッ

ト
を
調
査
・
記
録
し
、
佐
竹
が

ど
の
よ
う
な
場
所
で
作
品
と
向
き

合
っ
て
い
た
の
か
を
資
料
化
し
た

も
の
を
作
品
と
と
も
に
展
示
し
ま
す
。

▽
開
催
期
間　
３
月
12
日
（
火
）

　
〜
４
月
21
日
（
日
）

▽
観
覧
料　
一
般
４
０
０
円
、
団

　
体
（
20
人
以
上
）・
65
歳
以
上

　
３
０
０
円
、
中
学
生
以
下
無
料

▽
開
館
時
間　
午
前
９
時
30
分
〜

　
午
後
５
時
（
入
館
は
午
後
４
時

　
30
分
ま
で
）

▽
休
館
日　
毎
週
月
曜
日

※
４
月
22
日
（
月
）
〜
30
日
（
火
） 

　
は
展
示
替
え
の
た
め
休
館

　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

☎
０
８
６
９-
３
４-

３
１
３
０

  

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

  

展
覧
会

ミニ手話コーナーミニ手話コーナー

ミミニニ手手話話ココーーナナーー
≪≪手手話話でで【【家家族族】】をを表表現現ししててみみよようう‼‼≫≫ イラスト協力

ＱＲコードを

読み込んでみよう

今月の手話が

動画で見られます

右手の親指を立て
て、お腹から斜め
前に出します

この辺りに
コード左手は斜めに構え、

右手は親指と小指
を立てて左手の下
で軽く振ります

右手の小指を立て
て、お腹から斜め
前に出します

今月の手話が動画で
見られます

イラスト協力
はっしぃ 二次元コードを

読み込んでみよう！

募
　
　
集

  

瀬
戸
内
市
学
生
等

  

チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助
金
の

  

事
業
を
募
集
し
ま
す

問
申

　
市
で
は
、
次
世
代
を
担
う
学
生

な
ど
が
自
由
で
斬
新
な
発
想
を
活

か
し
て
自
主
的
・
自
発
的
に
行
う

公
益
活
動
を
公
募
し
、
学
生
な
ど

が
主
体
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
画

す
る
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
、
学

生
等
チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
令
和
６
年
度
に
実
施
す

る
事
業
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
生

徒
・
学
生
の
皆
さ
ん
で
地
域
活
動

に
興
味
の
あ
る
人
は
補
助
金
の
活

用
を
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
魅

力
的
な
事
業
の
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　
応
募
に
必
要
な
手
続
き
な
ど
の

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　　

企
画
振
興
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
０
３
１ 市ホームページ

  

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
４
０
０
㍉ 
㍑   
献
血
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

▽
日
時　
４
月
23
日
（
火
）

　
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
45
分　

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

▽
場
所　
瀬
戸
内
市
役
所

▽
対
象
者　
男
性
17
〜
69
歳

　
女
性
18
〜
69
歳

※
体
重
50
㌔
以
上
の
人
の
み

※
65
〜
69
歳
の
人
は
、
60
〜
64
歳

　
の
間
に
献
血
経
験
の
あ
る
人
の

　
み
が
対
象

▽
持
参
す
る
も
の　
献
血
カ
ー
ド
、

　
初
め
て
の
人
は
本
人
確
認
が
で

　
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
健
康
づ
く
り
推
進
課

☎
０
８
６
９-

２
４-

８
０
６
１

　
こ
の
た
び
民
生
委
員
児
童
委
員

が
次
の
と
お
り
交
代
し
ま
し
た
。

▽
氏
名　
沖お
き
つ津　

由ゆ

み美
さ
ん

☎
０
８
６
９
‐
２
６
‐
３
７
３
１

▽
担
当
区
域
【
長
船
町
】
福
岡
住
宅

　
福
祉
課　

☎
０
８
６
９-

２
４-

８
８
４
３

  

民
生
委
員
児
童
委
員
の
交
代

問

佐竹徳「十二月」

問

≪手話で【家族】を表現してみよう!!≫

問

問




